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平成１８年４月２６日判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官

平成１７年(ネ)第２４１０号著作権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判

所平成１６年(ワ)第５１３０号）

判 決

控訴人（１審原告） Ａ

（以下「控訴人Ａ」という ）。

控訴人（１審原告） 株式会社ワールドウイング

エ ン タ ー プ ラ イ ズ

（以下「控訴人会社」という ）。

同代表者代表取締役 Ａ

控訴人ら訴訟代理人弁護士 上 原 理 子

同 上 原 健 嗣

被控訴人（１審被告） 株式会社ゴルフダイジェスト社

（ 「 」 。）以下 被控訴人会社 という

同代表者代表取締役 Ｘ

同訴訟代理人弁護士 丹 羽 一 彦

同 萩 原 唯 考

同 森 嶋 裕 子

被控訴人（１審被告） Ｂ

（以下「被控訴人Ｂ」という ）。

同訴訟代理人弁護士 石 渡 進 介

主 文

１ 本件控訴をいずれも棄却する。

２ 控訴人らの当審における新請求をいずれも棄却する。

３ 当審における訴訟費用は，控訴人らの負担とする。
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事実及び理由

第１ 申立て

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人らは，控訴人Ａに対して，連帯して５５０万円及びこれに対する平

成１５年１１月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被控訴人らは，控訴人会社に対して，連帯して５５０万円及びこれに対する

平成１５年１１月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 被控訴人らは，控訴人らのために，別紙記載の謝罪広告を，標題は１２ポイ

ント活字，その余は８ポイント活字をもって，被控訴人会社の発行にかかる週

刊ゴルフダイジェスト誌に１回掲載せよ。

５ 被控訴人会社は その発行にかかる平成１５年１１月１日付け発行の雑誌 チ， 「

ョイス」１１月号を販売してはならない。

６ 被控訴人会社は その発行にかかる平成１５年１１月１日付け発行の雑誌 チ， 「

ョイス」１１月号をすべて廃棄せよ。

７ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。

８ 第２，３項につき仮執行宣言

第２ 事案の概要

１ 本件は 「初動負荷理論」と称するトレーニング理論を開発したスポーツト，

レーナーである控訴人Ａ及び同人の経営する株式会社である控訴人会社が，被

控訴人会社発行の雑誌「チョイス」に掲載された被控訴人Ｂ解説の記事（本件

記事）は，①控訴人Ａの著作権（複製権）及び著作者人格権（氏名表示権）を

侵害し，②控訴人らの周知商品等表示に対する混同行為（不正競争防止法２条

１項１号）に該当し，③控訴人Ａ・被控訴人会社間の執筆契約の附随義務の債

務不履行に該当し，④控訴人らの名誉・信用を毀損する不法行為に該当すると

， ， ， 「 」 ，主張して 損害賠償の支払 謝罪広告の掲載 雑誌 チョイス の販売差止め
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回収及び廃棄を求めた事案である。

原審は，控訴人らの請求をいずれも棄却したため，控訴人らが本件控訴を提

起し，当審において，著作権（複製権）侵害，不正競争防止法違反及び債務不

履行の主張を撤回するとともに，著作権（翻案権）及び著作者人格権（同一性

保持権及び名誉声望保持権）侵害の主張を追加した。

２ 前提事実

当事者間に争いがない事実並びに各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨によっ

て容易に認められる事実は，次のとおりである。

( ) 当事者1

ア 控訴人Ａは，著名なスポーツトレーナーであり，昭和５６年には鳥取に

ジムを開く一方，日本スケート連盟等のフィットネス・コーチを歴任し，

動作改善，故障改善，強化を中心にトレーニング指導業務を行ってきたも

のである（控訴人Ａが著名なスポーツトレーナーである点を除く事実に関

し被控訴人会社につき甲３８ 。。）

イ 控訴人会社は，控訴人Ａが代表者を務め，トレーニング施設の運営，ト

レーニング器具の販売等を目的として設立された株式会社であり，住所地

に「初動負荷」トレーニングマシンを設置したトレーニングジム「ワール

ドウイング」を所有・運営するとともに，同ジムに隣接する場所にホテル

ユニオンプラザを所有し，トレーニング参加者の宿泊の用に供するなどし

ているものである（被控訴人会社につき甲３８ 。。）

ウ 被控訴人会社は，雑誌，書籍，新聞の発行やゴルフ会員権の売買の斡旋

や募集の代行等を目的とする株式会社であり，週刊誌「週刊ゴルフダイジ

ェスト」を発行するほか，隔月刊でゴルフに関する課題ごとの特集記事を

配した「チョイス」誌を発行しているものである。

エ 被控訴人Ｂは，株式会社グローバルスポーツ医学研究所内のチーフトレ

ーナーの肩書を有し，スポーツトレーナーとしてスポーツ競技者の指導に
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当たっているものである。

( ) 控訴人Ａの著作物2

控訴人Ａは，初動負荷理論に関する著作である 「新トレーニング革命，

初動負荷理論に基づくトレーニング体系の確立と展開 （甲２ 「初動負荷」 ），

法によるレジスタンストレーニングの特徴－終動負荷法との比較から－ 甲」（

４。Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ及びＦとの共著 「血圧の連続測定からみた中高年齢），

者のレジスタンストレーニングの安全性 （甲５。Ｄ，Ｃ及びＦとの共著 ，」 ）

「初動負荷理論による野球トレーニング革命 （甲１２，５５ 「お家でで」 ），

きる初動負荷理論 （甲３４の１ 「ＨＥＡＬＴＨ・ＢＲＡＩＮ」掲載の記」 ），

事（甲４２。ただし，控訴人Ａの発言部分のみ ，週刊ベースボール掲載。）

の「野球トレーニングの真髄」と題する記事（甲４３）の各著作物を創作し

たものである。

上記各著作物 以下 併せて 控訴人Ａの著作物 といい それぞれを 甲（ ， 「 」 ， 「

２の著作物」などという ）中には，別紙「控訴人Ａの著作物と本件記事と。

の対比表 （以下「対比表」という ）の「控訴人Ａの著作物」欄記載の各」 。

部分がある。

( ) 本件記事3

被控訴人会社は，平成１５年１１月に発行した「チョイス」１１月号（以

下「本件書籍」という ）において 「トレーニングの魔法」と題する記事。 ，

（甲２９。以下「本件記事」という ）を掲載し，被控訴人Ｂは，同記事に。

おいて「初動負荷」及び「終動負荷」という表現を用いて解説をした。

本件記事は，被控訴人Ｂへのインタビュー等をもとに，被控訴人会社の記

者が執筆したものである。

本件記事中には，対比表の「本件記事」欄記載の各部分がある。なお，本

件記事には，控訴人らの名前は全く用いられていない。

３ 争点
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( ) 本件記事は，控訴人Ａの著作権（翻案権）及び著作者人格権（同一性保1

持権，氏名表示権及び名誉声望保持権）を侵害するか否か。

( ) 本件記事は，控訴人らの名誉・信用を毀損し，不法行為に該当するか否2

か。

( ) 控訴人らが受けた損害額は幾らか。3

( ) 謝罪広告の必要性。4

第３ 争点に関する当事者の主張

１ 争点( )（著作権及び著作者人格権侵害）について1

【控訴人らの主張】

( ) 著作権（翻案権）侵害1

ア 翻案の意味

言語の著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，

かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修

正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現すること

により，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感

得することのできる別の著作物を創作する行為をいう（最高裁判所第一小

法廷平成１３年６月２８日・民集５５巻４号８３７頁 。）

イ 依拠性

「依拠」とは，直接原著作物に接しなくとも，その行為の客観面におい

て，利用行為者が，自己以外の者が創作した表現形式に接して，これを自

己の作品に使用したと認めることができ，その主観面において，上記行為

の認識認容が認められれば足りるものである。

控訴人Ａは，平成１３年１月から平成１５年１０月までほぼ毎週，被控

訴人会社発行の雑誌「週刊ゴルフダイジェスト」に初動負荷理論に関する

記事を掲載していたから，被控訴人会社は，控訴人Ａの著作物に接し，そ

の内容を知り，本件記事を掲載した。また，被控訴人Ｂは，控訴人Ａの初
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動負荷トレーニングに関する著作物に接し，その内容を知って本件記事を

解説した。

したがって，被控訴人らは，原著作物である控訴人Ａの著作物の表現内

容を認識し，本件記事への利用をしているから，依拠性が認められる。

ウ 表現の本質的な特徴の同一性

控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴は 「初動負荷法では，動作，

開始時に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が遂行されるために

筋出力は低減する。これとは逆に，終動負荷法によるレジスタンストレー

ニングでは，動作の終了時に負荷が大きくなる 」という点にある。。

これに対応して，本件記事では 「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこ，

から徐々に軽い負荷にしていくのが初動負荷。反対に筋肉に徐々に重い負

荷をかけていくのが終動負荷だ 」等と表現されている（対比表のａとａ。

’等参照 。）

この表現が，控訴人Ａの上記著作物における表現の本質的な特徴の同一

性の範囲内にあることは極めて明白である。

エ 修正，増減，変更等

本件記事が，控訴人Ａの「初動負荷トレーニング」に関する著作物の具

体的表現に，修正，増減，変更等を加えたものであることについては，対

比表のａないし とａ’ないし ’の各表現とを対比すれば明白である。e e

なお，対比表のｅとｅ’については，控訴人Ａの著作物では「初動負荷

トレーニング」の効果の面から表現したものであるのに対し，本件記事で

はこの効果を「初動負荷トレーニング」の目的として言い換えた表現をし

たものにすぎない。

オ 新たな思想の創作的表現

「 」 ，「 」 ，控訴人Ａの 初動負荷理論 においては 終動負荷トレーニング は

血圧や心拍数の上昇，乳酸がたまるなどの血流障害を起こし，伸縮性が少



- 7 -

なく乳酸がたまりやすい（疲れやすい）加速に不向きな筋肉しかつかない

などの欠点があるため，避けたいトレーニングとされている。

これに対し，本件記事においては，終動負荷トレーニングは回避すべき

ものではなく，むしろ推奨される内容となっており，この点に新たな思想

の創作的表現がある。

カ 表現上の本質的な特徴の感得

本件記事における表現からは，控訴人Ａの著作物における表現上の本質

的な特徴を直接感得することができる。具体的には，次のとおりである。

(ア) 対比表のａとａ’

本件記事における「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこから徐々に軽

い負荷にしていくのが初動負荷 」という部分は，甲４の著作物の「 Ｂ。 『

ＭＬ』では動作初期に力を発揮し，以後は慣性の力で動作が行われてい

ることが裏付けられる 」という部分に対応し，本件記事における「反。

対に筋肉に徐々に重い負荷をかけていくのが終動負荷だ 」という部分。

は，甲４の著作物の「これに対して 『終動負荷』では動作初期から終，

了時にかけて発揮する力が大きくなり，筋を弛緩させる時間が短くなっ

ている 」という部分に対応している。両者はともに初動負荷トレーニ。

ングにおける初動負荷及び終動負荷の内容を説明，表現しているもので

あって，それぞれの表現内容に多少の相違はあるものの，具体的な表現

に顕著な類似性を有する。

また，本件記事における「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこから徐

々に軽い負荷にしていくのが初動負荷 」という部分は，甲５の著作物。

の「 ＢＲＴ （初動負荷法）では，動作開始時に最も大きな力が発揮『 』

され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出力は低減する 」とい。

う部分に対応し，本件記事における「反対に筋肉に徐々に重い負荷をか

けていくのが終動負荷だ 」という部分は，甲５の著作物の「これとは。
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逆に 『終動負荷（ｎｏｎ－ＢＲＴ 』によるＲＴ（レジスタンストレ， ）

ーニング）では，動作の終了時に負荷が大きくなる 」という部分に対。

応している。両者はともに初動負荷トレーニングにおける初動負荷及び

終動負荷の内容を説明，表現しているものであって，それぞれの表現内

容に多少の相違はあるものの，具体的な表現に顕著な類似性を有する。

(イ) 対比表のｂとｂ’

本件記事における「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこから徐々に軽

い負荷にしていくのが初動負荷 という部分は 甲４２の著作物の リ。」 ， 「

ラックスした状態の筋肉に，動作の最初だけに適切に筋肉を伸ばすため

の負荷を与えてあげることが，初動負荷理論の目的の一つ」という表現

に対応し，両者はともに初動負荷の内容を説明，表現しているものであ

って，それぞれの表現内容に多少の相違はあるものの，具体的な表現に

顕著な類似性を有する。

(ウ) 対比表のｃとｃ’

本件記事における「筋肉を縮めながら瞬時に発するエネルギーで，最

大限のパワーを発揮する 」という部分は，甲４３の著作物の「一般に。

筋肉は縮む時（短収縮）に出力します ・・・縮めようとしなくても自。

然に勝手に縮んで（反射）大きな力を発揮します 」という部分に対応。

している。

両者はともに初動負荷トレーニングにおける初動負荷の内容を表現し

ているものであって，それぞれの表現内容に多少の相違はあるものの，

具体的な表現に顕著な類似性を有する。

(エ) 対比表のｄとｄ’

本件記事における「初動負荷のメニューは，途中で辛くなったらやめ

ること。運動スピードが減速し，終動負荷的な動きになってしまうから

だ 」という部分は，甲３４の１の著作物の「初動負荷トレーニングは。
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強い緊張や張りを感じては逆効果です！ 「このバランススクワット」，

は，少しでもストレスを感じたら行わないでほしい 」という部分，甲。

５５の著作物の「動作が反復ごとにだんだん遅くなる，静止状態に近づ

くというのは終動負荷トレーニングになります 」という部分に対応し。

ている。

両者はともに初動負荷トレーニングにおける初動負荷の内容を表現し

ているものであって，それぞれの表現内容に多少の相違はあるものの，

具体的な表現に顕著な類似性を有する。

(オ) 対比表のｅとｅ’

本件記事における「初動負荷的なトレーニングは，瞬発力，判断力を

磨き，フィジカルのパフォーマンス能力を高めるものだ 」という部分。

は，甲２の著作物の「すべての身体動作において，スピードや巧緻性を

，『 』 ，求めるための大きくて瞬発的な力の発揮は 初動作 においてであり

・・・」という部分に対応している。

両者はともに初動負荷トレーニングにおける初動負荷の内容を表現し

ているものであって，それぞれの表現内容に多少の相違はあるものの，

具体的な表現に顕著な類似性を有する。

(カ) 控訴人Ａの著作物の表現（対比表のａないしｅ）は，いずれも控訴

人Ａの提唱する初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングにおいてのみ

用いられる特有の創作的表現であって，一般的に用いられる公知な表現

ではない。

また，著作権法上，思想ないしアイディアが保護されないのは，思想

ないしアイディアを表現するために，他に適切な表現方法がないという

場合に限られるのであって，初動負荷理論ないし初動負荷トレーニング

の思想ないしアイディアは多様な表現が可能である。

キ 翻案権侵害は，既存の著作物の全部でなく，部分的に翻案して利用され
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た場合にも成立する。

この場合，その部分自体に著作物性が肯定され，その創作的な表現形式

を利用したといえることが必要である。ただし，思想，感情，アイデア等

， ，を表現する場合に 誰がしても同様な表現形式しか選択することができず

個性を表出する余地（多様性）がないと認められる場合には，その表現形

式は個性が表れたものとはいえず，創作的な表現形式とは認められない。

著作物に要求される創作性は，個性が何らかの形で表れているとみられ

れば足りる程度のものであるところ，言語の著作物を個々の用語や一文ご

とにみるように微視的に分析すると，個性を表出することができる表現形

式の幅が極めて狭い場合でも，ある程度のまとまりとして総合して評価す

ると，著作者の個性が何らかの形で表れて創作性の認められる場合が多く

なるから，当該部分を翻案として利用する行為は著作権侵害を構成する。

本件記事は，控訴人の著作にかかる各著作物を部分的に翻案し，それら

の部分を寄せ集めて一つの記事として作成したものである。本件記事の表

現をある程度のまとまりとして総合して評価すると，その表現形式の選択

の幅は格段に拡がっていき，控訴人Ａの個性が表出されているとみられる

から，当該部分は著作権侵害を構成する。

ク 別の著作物の創作

本件記事は，全体として被控訴人会社と被控訴人Ｂとの共同著作物であ

り，控訴人Ａの著作物とは別の著作物である。

ケ 小括

以上のとおり，本件記事は，控訴人Ａの著作物に依拠し，かつ，その表

現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変

更等を加え，新たに身体トレーニングに関する思想を創作的に表現したも

のであり，本件記事に接する者が既存の控訴人Ａの著作物の表現上の本質

的な特徴を直接感得することができる別個の著作物である。よって，本件
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記事は，控訴人Ａの著作権（翻案権）を侵害する。

コ 故意・過失

被控訴人らには，上記著作権侵害につき，故意又は過失がある。

( ) 著作者人格権侵害2

ア 同一性保持権

著作者は，その意に反して自己の著作物及び題号の変更，切除その他の

改変を受けないという権利，すなわち同一性を保持する権利（同一性保持

権）を有している。

そして，二次的著作物から原著作物の表現形式上の本質的な特徴自体を

直接感得することができるときは，原著作物の著作権者の同一性保持権を

侵害するものであるということができる。

本件記事の「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこから徐々に軽い負荷に

していくのが初動負荷。反対に筋肉に徐々に重い負荷をかけていくのが終

動負荷だ 」等の表現は，控訴人Ａの著作物における表現形式上の本質的。

な特徴，すなわち 「初動負荷法では，動作開始時に最も大きな力が発揮，

され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出力は低減する。これとは

逆に，終動負荷法によるレジスタンストレーニングでは，動作の終了時に

負荷が大きくなる 」という表現と表現上の相違はあるものの，本件記事。

から控訴人Ａの著作物の表現形式上の本質的な特徴を直接感得することが

できる。

ただし，控訴人Ａの本来の初動負荷理論は，動作の最初だけに適切な負

荷を与えるというところを，本件記事は，最初に重い負荷をかけ，そこか

ら徐々に軽い負荷にしていくのが初動負荷と表現を変えている。

したがって，本件記事は，控訴人Ａがその著作物について有する同一性

保持権を侵害するものというべきである。

イ 氏名表示権
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著作者は，その著作物を公衆に提示，提供するに際して，著作物の原作

品に著作者名を表示するか否か，表示するとした場合，実名か変名かを決

定することができる権利（氏名表示権）を有する。

しかるに，被控訴人らは，本件記事の原著作物の著者である控訴人Ａの

氏名を表示せずに公衆に販売したものであるから，本件記事は控訴人Ａの

氏名表示権を侵害するものというべきである。

ウ 名誉声望権

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為

は，その著作者人格権を侵害する行為とみなされる（著作権法１１３条６

項 。）

二次的著作物が原著作物の思想を根本から歪曲するように改変されてい

るときは，当該二次的著作物の利用は，原著作物の著作者の名誉又は声望

を害する方法による利用に該当するとされる。

控訴人Ａの初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングに関する著作物の

思想は，一連の動作の初期に負荷を与えるトレーニングすなわち初動負荷

が神経・筋機能の促進，血流や代謝の促進等の効果を有することを重視し

て推奨し，デメリットのある終動負荷トレーニングを回避すべきというと

ころにある。

反対に，本件記事は，終動負荷トレーニングも推奨する内容となってお

， ， ，り 控訴人Ａの著作物の思想を根本的に否定し 歪曲するものであるから

控訴人Ａの著作者人格権を侵害する。

( ) よって，控訴人Ａは，被控訴人らに対し，著作権（翻案権）及び著作者3

人格権（同一性保持権，氏名表示権，名誉声望権）に基づき，本件記事の出

版差止及び廃棄並びに損害賠償の支払を求める。

， ， ， 。また 控訴人Ａは 著作権法１１５条に基づき 謝罪広告の掲載を求める

【被控訴人会社の主張】
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「初動負荷法では，動作開始時に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動

作が遂行されるために筋出力は低減する。これとは逆に，終動負荷法によるレ

ジスタンストレーニングでは，動作の終了時に負荷が大きくなる 」という表。

現は，レジスタンストレーニングの「ＢＲＴ」と「ｎｏｎ－ＢＲＴ」を説明し

たものにすぎず，何ら創作的な表現はなく著作物たり得ない。

本件記事の「最初に筋肉に重い負荷をかけ，そこから徐々に軽い負荷にして

いくのが初動負荷。反対に筋肉に徐々に重い負荷をかけていくのが終動負荷

だ 」という表現も，周知のレジスタンストレーニングにつき，筋肉にどう負。

荷をかけるかを平易に表現したものにすぎず，控訴人Ａの著作物を想起させる

， 。ものはないから 表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているとはいえない

【被控訴人Ｂの主張】

本件記事は，単に「初動負荷 「終動負荷」という用語をスポーツトレー」，

ニングの負荷のかけ方の用語として独自に紹介したり，その理論の内容を比較

的簡単に解説したにすぎないものであり，控訴人Ａの既存の著作物を翻案した

ものではないし，著作者人格権を侵害するものでもない。

著作権という権利が保護しているのは表現そのものであって理論の内容では

ない。控訴人らが対比表において指摘している部分について，本件記事の表現

が控訴人Ａの著作物の表現に依拠しているものは一切ない。

２ 争点( )（名誉毀損）について2

【控訴人らの主張】

( ) 控訴人Ａは，初動負荷理論の創始者として世界的な名声を持つが，控訴1

人Ａの名声は初動負荷理論の提唱，実践を通じて積み上げた実績，信用に基

づくものである。また，控訴人会社は，初動負荷トレーニングの実践を通じ

て積み上げた実績と信用を有している。

( ) 控訴人Ａの初動負荷理論は，その運動の主働筋を最大限に伸張させたポ2

ジション（その動作の開始時）から，一気に筋を短縮させ，加速的，あるい
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， 「 」は慣性の勢いで一連の動作を行う方法であり 主働筋の 弛緩→伸張→短縮

の一連過程を促進させるとともに，主働筋活動時にその拮抗筋及び拮抗筋に

（ ） 。作用する筋の収縮 共縮 を防ぎながら行う運動・トレーニング方法である

初動負荷トレーニングは，運動時における大きなパワー発揮，神経と筋肉

の合目的的な協調性を高めることにより，神経・筋機能の促進，血流や代謝

の促進，乳酸等の老廃物の除去，関節可動域の拡大，身体の歪みの矯正，関

節・筋肉・精神的ストレスの除去といった効果を有し，また，スポーツ以外

の分野についても，例えば筋ジストロフィーや脳血管障害による麻痺のリハ

ビリテーションにも有効である。

一方，終動負荷トレーニング，すなわち動作終了に向けて負荷が継続ない

し徐々に増加するような筋の活動様式による運動・トレーニング方法は，動

作の中で固い，ぎこちないスピードを失う動きを助長し，末端の筋肉群が負

荷を受け硬化，肥大して故障の原因となり，関節可動域の縮小，持久力の低

下，疲労物質の蓄積などのデメリットが生じることにより，絶対に回避すべ

きものとされている。

( ) これに対し，本件記事は，終動負荷トレーニングについて，初動負荷ト3

レーニングとともに必要不可欠のトレーニングとして推奨する内容である。

( ) 初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングといえば，控訴人Ａの創案・4

提唱にかかるものであり，かつ，控訴人会社において実施しているトレーニ

ング方法のみを意味するものであることが広く知られていた。

被控訴人Ｂの初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングなどというものは

あり得ず，本件記事に控訴人Ａと関係があるような内容は記載されていない

にしても，本件記事の読者は，本件記事の内容を控訴人Ａとは無関係な被控

訴人Ｂの初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングと理解することはない。

( ) したがって，終動負荷トレーニングが初動負荷トレーニングとともに必5

要不可欠のものであるという本件記事は，読者をして，控訴人Ａの提唱する
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初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングが終動負荷トレーニングをも実践

しなければならないものであるとの誤った思いこみを生じさせる。

また，読者が控訴人Ａの初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングについ

てある程度の知識を持っていた場合には，初動負荷理論ないし初動負荷トレ

ーニングに関する理解の混乱や誤解を生じさせ，控訴人Ａや初動負荷理論に

対する信頼を喪失させる。上記誤解に基づきトレーニングを実践した結果，

故障等が生じることが予想され，実際にも，本件記事の内容が控訴人Ａの初

動負荷トレーニング理論であると誤解した読者から，控訴人らに対して苦情

が寄せられ，控訴人らは，対応に苦慮し，業務に多大な支障が生じた。

( ) したがって，本件記事の掲載により，控訴人Ａ及び控訴人会社の名誉及6

び信用は毀損され，多大な精神的，経済的損害を被った。

( ) 被控訴人らは，控訴人らの名誉及び信用を毀損したことにつき，故意又7

は過失がある。

， ， ， ，( ) よって 控訴人Ａは 被控訴人らに対し 名誉毀損の不法行為に基づき8

損害賠償５５０万円の支払及び民法７２３条による謝罪広告の掲載を求め

る。

また，控訴人会社は，被控訴人らに対し，信用毀損の不法行為に基づき，

損害賠償５５０万円の支払及び民法７２３条による謝罪広告の掲載を求め

る。

【被控訴人会社の主張】

被控訴人Ｂや第三者が独自にトレーニング理論を考案し，その説明に「初動

負荷 「終動負荷 「初動負荷理論 「初動負荷トレーニング」などという」， 」， 」，

表現を使用することは自由である。控訴人らが本件記事の内容を誤りであると

いうならば，その趣旨を論文で論証すれば足りるものであり，損害賠償や謝罪

広告を請求できるものではない。

【被控訴人Ｂの主張】
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本件記事は学術上のトレーニング理論に関する議論にすぎず，他人の信用，

名誉を害するものではない。

初動負荷理論の提唱者に対する名誉毀損が成立するためには，初動負荷理論

が誤っているという指摘では足りず，初動負荷理論の提唱者に対する人格的非

難であったり，初動負荷理論により害悪を与えているといった内容である必要

があるが，本件記事は，初動負荷理論を批判するものではなく，単に初動負荷

， 。と終動負荷が相反しないと述べているだけであるから 不法行為は成立しない

３ 争点( )（損害額）について3

【控訴人らの主張】

( )ア 控訴人Ａが，被控訴人らの著作権及び著作者人格権侵害により被った1

精神的苦痛の慰謝料は５００万円を下らず，これについての弁護士費用は

５０万円が相当である。

イ 控訴人Ａが，被控訴人らの名誉毀損行為により被った精神的苦痛の慰謝

料は５００万円を下らず，これについての弁護士費用は５０万円が相当で

ある。

ウ 上記アとイの請求は，選択的併合の関係にある。

( ) 控訴人会社が，被控訴人らの信用毀損行為により被った損害額は，５０2

０万円を下らず，これについての弁護士費用は５０万円が相当である。

【被控訴人らの主張】

争う。

４ 争点( )（謝罪広告の必要性）について4

【控訴人らの主張】

控訴人Ａは，本件記事により著作権及び著作者人格権を侵害され，長年にわ

たって築いてきた初動負荷理論に対する信用と控訴人Ａに対する名誉，声望を

不当に毀損されたものである。

毀損された控訴人Ａの名誉 声望を回復するためには 発刊が中止された チ， ， 「
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」 「 」ョイス 誌と読者層が重複する被控訴人会社発行の 週刊ゴルフダイジェスト

， 。誌において 別紙記載の謝罪広告を掲載することが最も適切かつ効果的である

また，控訴人会社も，初動負荷理論に基づく初動負荷トレーニングの実施等

を業としているものであるが，本件記事により初動負荷トレーニングに対する

信用が毀損されたものである。

毀損された控訴人会社の信用を回復するためには，上記謝罪広告を掲載する

ことが最も適切かつ効果的である。

【被控訴人らの主張】

争う。

第４ 当裁判所の判断

１ 争点( )について1

( ) はじめに1

言語の著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本

質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加え

て，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が

既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作

物を創作する行為をいう。そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表

現を保護するものであるから（同法２条１項１号参照 ，既存の著作物に依）

拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事

件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において，既

存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案に当たらないと解す

るのが相当である（最高裁判所第一小法廷平成１３年６月２８日・民集５５

巻４号８３７頁 。）

自然科学論文における著作者の独創にかかる思想内容については，学問は

先人の思想，発見をもとにして発展して行くものであり，その利用を禁止す

ることは文化の発展を阻害することになるから，抽象的な理論体系，思想内
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容については，アイデアや事実など表現それ自体ではない部分に該当するも

のと解するのが相当である。

( ) 控訴人Ａの初動負荷理論及びその著作物2

証拠（甲２～２８，３８～４３，４５～４９，５４～５９。以上、枝番含

む ）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。。

ア 初動負荷理論

控訴人Ａは，初動負荷理論を考案，提唱し，控訴人会社は，初動負荷理

， ，論を実践している者であり 初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングは

従来のトレーニング方法とは全く異なる独創的なものであり，Ｈ，Ｉ，Ｊ

等の著名なスポーツ選手がこれを採用して成果を挙げるなど，近年，スポ

ーツ界において多大な注目を集めているトレーニング方法である。

控訴人Ａの初動負荷理論における初動負荷トレーニングは，その運動の

主働筋を最大限に伸張させたポジション（その動作の開始時）から，一気

に筋を短縮させ，加速的，あるいは慣性の勢いで一連の動作を行う方法で

あり，主働筋の「弛緩→伸張→短縮」の一連過程を促進させるとともに，

主働筋活動時にその拮抗筋及び拮抗筋に作用する筋の収縮（共縮）を防ぎ

ながら行う運動・トレーニング方法であって，運動時における大きなパワ

ー発揮，神経と筋肉の合目的的な協調性を高めることにより，神経・筋機

， ， ， ，能の促進 血流や代謝の促進 乳酸等の老廃物の除去 関節可動域の拡大

身体の歪みの矯正，関節・筋肉・精神的ストレスの除去といった効果を有

し，また，スポーツ以外の分野についても，例えば筋ジストロフィーや脳

血管障害による麻痺のリハビリテーションにも有効であり，動作開始時に

最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出力が

低減するトレーニングと定義されている。

一方，終動負荷トレーニング，すなわち動作終了に向けて負荷が継続な

いし徐々に増加するような筋の活動様式による運動・トレーニング方法
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は，動作の中で固い，ぎこちないスピードを失う動きを助長し，末端の筋

肉群が負荷を受け硬化，肥大して故障の原因となり，関節可動域の縮小，

持久力の低下，疲労物質の蓄積などのデメリットが生じることにより，絶

対に回避すべきものとされている。

イ 控訴人Ａの著作物

(ア) 甲５の著作物

甲５の著作物は 「血圧の連続測定からみた中高年齢者のレジスタン，

ストレーニングの安全性」と題する論文であり，中高年齢者の初動負荷

と終動負荷によるレジスタンストレーニング中の血圧等を連続測定する

， 。ことにより レジスタンストレーニングの安全性を検証したものである

上記論文では，冒頭に「緒言」として，上記論文の検証する対象，目

的を説明しているが，その中で ［中高年齢者の健康の保持・増進のた，

めの運動として，レジスタンストレーニング（Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ

Ｔｒａｉｎｉｎｇ；ＲＴ）が必要不可欠なプログラムとして提案され，

実施されるようになってきた」としたうえ 「一方，スポーツの競技力，

向上を目的としたＲＴとして 『初動負荷法（Ｂａｌｌｉｓｔｉｃ Ｒ，

ｅｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｒａｉｎｉｎｇ；以下ＢＲＴ』と呼ばれるトレ

ーニング法が考案され，普及しつつある 『ＢＲＴ』では，動作開始時。

に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出

力は低減する。これとは逆に 『終動負荷（ｎｏｎ－ＢＲＴ 』におけ， ）

るＲＴ（レジスタンストレーニング）では，動作の終了時に負荷が大き

くなる 」との記載部分（対比表ａ）が存在する。そして，実験内容を。

紹介し，実験結果の考察として，初動負荷トレーニングは，終動負荷ト

レーニングと比較して運動中の血圧の顕著な上昇が抑制されるので，中

高年齢者のトレーニングとして安全性が確保され，有効なものであるこ

とが示唆されたとの結論を示している。
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(イ) 甲４の著作物

甲４の著作物は 「初動負荷法によるレジスタンストレーニングの特，

徴－終動負荷法との比較から－」と題する論文であり，初動負荷トレー

ニングの特性を終動負荷トレーニングと比較しながら紹介するものであ

る。

上記論文では 「最近，スポーツの競技力向上を目的としたレジスタ，

ンストレーニングとして 『初動負荷法（Ｂｉｇｉｎｎｉｎｇ Ｍｏｖ，

ｅｍｅｎｔ Ｌｏｒｄ；以下ＢＭＬ』と呼ばれるトレーニング法が考案

され」としたうえ，初動負荷トレーニングの生理的特徴を，筋電図，心

拍数・血圧，血中乳酸濃度，柔軟性の各点から検討しているが，このう

ち，筋電図に関する調査の中で，初動負荷トレーニングは，終動負荷ト

レーニングと比較して，初動負荷トレーニングでは動作開始から短時間

のうちに大きな筋活動が観察されるという結果が得られ，このことから

「 ＢＭＬ』では動作初期に力を発揮し，以後は慣性の力で動作が行わ『

れていることが裏付けられる。これに対して 「終動負荷」では動作初，

期から終了時にかけて発揮する力が大きくなり，筋を弛緩させる時間が

短くなっている 」と結論付けている。。

(ウ) 甲４２の著作物

甲４２の著作物は 「ＨＥＡＬＴＨ・ＢＲＡＩＮ」という雑誌中での，

控訴人Ａの発言部分の記事である。

上記記事では，初動負荷トレーニングの目的に関する説明として，一

般的に筋肉は適切に伸ばされた後，縮む時に力を出す（反射）が，適切

に反射を起こしながら鍛えるために 「リラックスした状態の筋肉に，，

動作の最初だけに適切に筋肉を伸ばすための負荷を与えてあげること

が，初動負荷理論の目的の一つで」あるとする。

(エ) 甲４３の著作物
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，「 」 。甲４３の著作物は 週刊ベースボール という雑誌中の記事である

上記記事は，初動負荷トレーニングにおける主働筋の「弛緩－伸張－

短縮」の動作過程を，ピッチング，バッティング等の軸足を中心とした

体重移動 捻りを例にとって解説しており 一般的に筋肉は縮む時 短， ，「 （

収縮）に出力します 」とした上で，軸足による体重移動の中でリラッ。

クスした内ももの筋肉が伸ばされながら作動して，あるタイミングで急

に捻り動作を伴って縮んで力を出すと説明している。そして，縮む前に

は適切な伸張が必要であることを，バネを例にとって，適度に伸ばして

から放せば 「縮めようとしなくても自然に勝手に縮んで（反射）大き，

な力を発揮します 」と表現している。。

(オ) 甲３４の１の著作物

甲３４の１の著作物は 「お家でできる初動負荷理論」と題する連載，

記事の１回である。

甲３４の１の著作物は，初動負荷トレーニングの一つとして「バラン

ススクワット」という体操を紹介し，注意書きとして「ただ，このバラ

ンススクワットは，少しでもストレスを感じたら行わないでほしい ，」

「初動負荷トレーニングは，強い緊張や張りを感じては逆効果です」と

している。

(カ) 甲５５の著作物

甲５５の著作物は「野球トレーニング革命」と題する書籍であり，初

動負荷トレーニングの方法を解説する中で，ベンチプレスの反復回数は

動作テンポに滞りがなく反復できる回数とみるべきであり 「動作が反，

復ごとにだんだん遅くなる，静止状態に近づくというのは終動負荷トレ

ーニングとなります 」として，動作テンポに滞りが出ると初動負荷ト。

レーニングの効果を奏しないとしている。

(キ) 甲２の著作物
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甲２の著作物は 「新トレーニング革命」と題する書籍であり，初動，

負荷トレーニングを解説したものであるが，その中で終動負荷トレーニ

， ，ングが身体動作のスピードやバランス 巧緻性を低下させる理由として

「すべての身体動作において，スピードや巧緻性を求めるための大きく

て瞬発的な力の発揮は 『初動作』においてであ」るからであるとして，

いる。

( ) 本件記事3

証拠（甲２９）によれば，本件記事は，まず，世界的に著名なプロゴルフ

ァーであるタイガー・ウッズは，肉体を鍛え上げた「アスリート・ゴルファ

ー」であり，同選手の活躍に刺激されて他のプロゴルファーもフィジカル・

トレーニングを重視するようになり，プロゴルファー全体の飛距離が向上し

たことを例に挙げて，アマチュアゴルファーにおいても，上達のためには，

技術の向上や用具の選択よりも肉体の鍛錬をすべきであるとする。

そして，肉体を鍛錬するためのトレーニングとは何か，トレーニングの目

的とは何かについて論を進め その中で 初動負荷トレーニングにつき ト， ， ，「

レーニングは１つじゃない 」との表題を掲げたうえで（２０頁 「たとえ。 ），

ば最近，注目を集めているトレーニングに初動負荷というものがある。注目

というより，一種の流行とまでいってもいい。だが，これに対する終動負荷

という考えが置き去りにされることが多い。しかし，この２つの理論は相容

れないものではないし，互いが独立したものではない。なぜなら人間の体の

動きは，両者のコンビネーションであり，ゴルフのスウィングとて例外では

ないからだ （２１頁 「初動負荷的な動きと終動負荷的な動きとは，ち。」 ），

ょうどピラミッドの高さと底の部分の関係を思い浮かべていただければ，理

解しやすいと思います ・・・ピラミッドを構成していることでもわかるよ。

うに，両者はそれぞれ独立したものではなく，密接な関係にある （２２。」

） ， ， ， ，頁 と述べ 初動負荷トレーニングの目的は 瞬発力 反発力を鍛えること
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終動負荷トレーニングの目的は，踏ん張る力を鍛えることにあり，両者は相

反するものではなく両立させるべきものであると記述している。

そして，本件記事は，初動負荷トレーニング及び終動負荷トレーニングの

実践として，幾つかの具体的なトレーニング方法を説明した後，初動負荷ト

レーニングと終動負荷トレーニングを自分流にアレンジしたというゴルファ

ーのトレーニング方法を紹介している。

以上の控訴人Ａの著作物及び本件記事の表現を踏まえて，以下，対比表１

ないし５記載の各部分につき個別に検討を加える。

( ) 対比表１について4

ア 控訴人らは，控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴が 「初動負荷，

法では，動作開始時に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が遂行

されるために筋出力は低減する。これとは逆に，終動負荷法によるレジス

タンストレーニングでは，動作の終了時に負荷が大きくなる 」という点。

にあると主張する。

しかるところ 対比表１の控訴人Ａの著作物 対比表ａ の文言は Ｂ， （ ） ，「『

ＲＴ』では，動作開始時に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が

遂行されるために筋出力は低減する。これとは逆に 『終動負荷（ｎｏｎ，

－ＢＲＴ 』によるＲＴでは，動作の終了時に負荷が大きくなる （甲第） 。」

５号証 １０６頁 「 ＢＭＬ』では動作初期に力を発揮し，以後は慣性），『

の力で動作が行われていることが裏付けられる。これに対して 『終動負，

荷』では動作初期から終了時にかけて発揮する力が大きくなり，筋を弛緩

させる時間が短くなっている （甲第４号証 ２頁）というものであっ。」

て，上記控訴人ら主張の控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴の文言

と一致せず，前提を欠く。

イ のみならず，控訴人Ａの著作物（対比表ａ）と本件記事（同ａ ）とを’

比較するに，控訴人Ａの著作物（対比表ａ）は 「初動負荷」という表現，
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単独でなく 『初動負荷法（Ｂａｌｌｉｓｔｉｃ Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ，

Ｔｒａｉｎｉｎｇ；以下ＢＲＴ』と呼ばれるトレーニング法と定義され

た『ＢＲＴ 『初動負荷法（Ｂｉｇｉｎｎｉｎｇ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ』，

』 『 』Ｌｏｒｄ；以下ＢＭＬ と呼ばれるトレーニング法と定義された ＢＭＬ

という表現を使用し 終動負荷 という表現単独のほか 終動負荷 ｎ，「 」 ，「『 （

ｏｎ－ＢＲＴ 』によるＲＴ」という表現を使用し，また 「動作開始時） ，

に最も大きな力が発揮され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出力

は低減する 「動作初期に力を発揮し，以後は慣性の力で動作が行われ」，

ていることが裏付けられる」として，動作開始時に最大の力を発揮した後

は慣性の力で動作が行われ，そのために筋出力は低減するという初動負荷

理論の仕組みに着目して，初動負荷の定義ないし特徴を説明するという表

現方法を用いているのに対し，本件記事は，慣性の力には触れずに，筋肉

にかける負荷の大小から初動負荷の定義ないし特徴を説明するという表現

方法を用いている点において，相違がある。

ウ したがって，いずれにしても，控訴人Ａの著作物（対比表ａ）と本件記

事（同ａ ）との間に，表現上の本質的特徴の同一性があるということも’

できないから，本件記事（同ａ ）は，控訴人Ａの著作物（同ａ）の翻案’

といえない。

( ) 対比表２について5

ア 対比表２の控訴人Ａの著作物（対比表ｂ）の文言は 「リラックスした，

状態の筋肉に，動作の最初だけに適切に筋肉を伸ばすための負荷を与えて

あげることが，初動負荷理論の目的の一つ （甲第４２号証「ＨＥＡＬ。」

ＴＨ・ＢＲＡＩＮ」８頁２段目最後～３段目）というものであって，上記

と同様，前記控訴人ら主張の控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴の

文言と一致せず，前提を欠く。

イ のみならず，控訴人Ａの著作物（対比表ｂ）と本件記事（同ｂ ）とを’
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比較するに 「最初に筋肉に負荷をかける」とする点が共通するのみで，，

控訴人Ａの著作物の対比表ｂが 「リラックスした状態の筋肉に動作の最，

初だけに適切に筋肉を伸ばすための負荷を与えてあげることが初動負荷理

論の目的」と表現するのに対し，本件記事の対比表ｂ’は 「最初に筋肉，

に重い負荷をかけ徐々に軽い負荷にしていくのが初動負荷」と表現してい

るのであって，具体的表現に違いがある。

ウ したがって，いずれにしても，控訴人Ａの著作物（対比表ｂ）と本件記

事（同ｂ ）との間に，表現上の本質的特徴の同一性があるということが’

できず，本件記事（同ｂ ）は，控訴人Ａの著作物（同ｂ）の翻案といえ’

ない。

( ) 対比表３について6

ア 対比表３の控訴人Ａの著作物（対比表ｃ）の文言は 「一般に筋肉は縮，

む時（短収縮）に出力します ・・・縮めようとしなくても自然に勝手に。

縮んで（反射）大きな力を発揮します （甲第４３号証「週刊ベースボ。」

ール」６３頁）というものであって，上記と同様，前記控訴人ら主張の控

訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴の文言と一致せず，前提を欠く。

， （ ） （ ’） ，イ のみならず 控訴人Ａの著作物 対比表ｃ と本件記事 同ｃ とは

いずれも公知の事実を一般的に用いられる表現で記述したにすぎないう

え，控訴人Ａの著作物（同ｃ）は 「一般に筋肉は縮む時（短収縮）に出，

力します ・・・縮めようとしなくても自然に勝手に縮んで（反射）大き。

な力を発揮します 」やや具体的に記述しているのに対し，本件記事（同。

ｃ ）は，単に「筋肉を縮めながら瞬時に発するエネルギーで，最大限の’

。」 ， 。パワーを発揮する と記述しているものであり 表現方法に相違がある

ウ したがって，いずれにしても，本件記事（同ｃ ）は，控訴人Ａの著作’

物（同ｃ）の翻案といえない。

( ) 対比表４について7
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ア 対比表４の控訴人Ａの著作物（対比表ｄ）の文言は 「初動負荷トレー，

ニングは強い緊張や張りを感じては逆効果です！ 「このバランススクワ」

ットは，少しでもストレスを感じたら行わないでほしい （甲第３４号証」

の１ 「動作が反復ごとにだんだん遅くなる，静止状態に近づくという），

のは終動負荷トレーニングになります （甲第５５号証「野球トレーニ。」

ング革命」１８７頁下段）というものであって，上記と同様，前記控訴人

ら主張の控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴の文言と一致せず，前

提を欠く。

イ のみならず，控訴人Ａの著作物（対比表ｄ）の前段は，トレーニングを

する者に対する注意事項として，初動負荷トレーニングは，強い緊張，張

りないしストレスを感じた場合はすべきではないことを記述したものであ

り，同後段は （初動負荷トレーニングをしていても）動作がだんだん遅，

くなることは終動負荷トレーニングと同じことになることを記述したもの

である。

一方，本件記事（同ｄ ）は，初動負荷トレーニングは辛くなったらや’

めるべきであることとともに，その理由として，運動スピードが減速し終

動負荷的な動きになるからであることを記述したものであり，控訴人Ａの

著作物の対比表ｄと表現も異なったものとなっている。

ウ したがって，いずれにしても，控訴人Ａの著作物（対比表ｄ）と本件記

事（同ｄ ）との間に，表現上の本質的特徴の同一性があるということが’

できず，本件記事（同ｄ ）は，控訴人Ａの著作物（同ｄ）の翻案といえ’

ない。

( ) 対比表５について8

ア 対比表５の控訴人Ａの著作物（対比表ｅ）の文言は 「すべての身体動，

作において，スピードや巧緻性を求めるための大きくて瞬発的な力の発揮

は 『初動作』においてであり ・・・ （甲第２号証１０頁）というもの， ， 」
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であって，上記と同様，前記控訴人ら主張の控訴人Ａの著作物の表現上の

本質的な特徴の文言と一致せず，前提を欠く。

イ のみならず，控訴人Ａの著作物（対比表ｅ）は，一つの文章の一部であ

るうえ，本件記事（同ｅ ）の「初動負荷的なトレーニングは，瞬発力，’

判断力を磨き，フィジカルのパフォーマンス能力を高めるものだ （甲。」

第２９号証 ２６頁）と明らかに表現が異なる。

ウ したがって，いずれにしても，控訴人Ａの著作物（対比表ｅ）と本件記

事（同ｅ ）との間に，表現上の本質的特徴の同一性があるということが’

できず，本件記事（同ｅ ）は，控訴人Ａの著作物（同ｅ）の翻案といえ’

ない。

( ) 小括9

以上によれば，本件記事は，控訴人Ａの著作物の表現上の本質的な特徴の

同一性を維持しているとはいえず，控訴人Ａの著作権（翻案権）を侵害しな

い。

( ) 著作者人格権侵害について10

以上説示したところによれば，本件記事は，控訴人Ａの著作物の翻案権を

侵害しないから，控訴人Ａの著作者人格権（同一性保持権，氏名表示権及び

名誉声望権）を侵害するものにも当たらない。

２ 争点( )について2

( ) 控訴人Ａの初動負荷理論1

， ， ， ， ，前記のとおり 控訴人Ａは 初動負荷理論を考案 提唱し 控訴人会社は

初動負荷理論を実践している者であり，初動負荷理論ないし初動負荷トレー

， ， ，ニングは 従来のトレーニング方法とは全く異なる独創的なものであり Ｈ

Ｉ，Ｊ等の著名なスポーツ選手がこれを採用して成果を挙げるなど，近年，

スポーツ界において多大な注目を集めているトレーニング方法であって，そ

（ ） ，の運動の主働筋を最大限に伸張させたポジション その動作の開始時 から
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一気に筋を短縮させ，加速的，あるいは慣性の勢いで一連の動作を行う方法

であり，主働筋の「弛緩→伸張→短縮」の一連過程を促進させるとともに，

主働筋活動時にその拮抗筋及び拮抗筋に作用する筋の収縮（共縮）を防ぎな

がら行う運動・トレーニング方法で，運動時における大きなパワー発揮，神

経と筋肉の合目的的な協調性を高めることにより，神経・筋機能の促進，血

流や代謝の促進，乳酸等の老廃物の除去，関節可動域の拡大，身体の歪みの

矯正，関節・筋肉・精神的ストレスの除去といった効果を有し，また，スポ

ーツ以外の分野についても，例えば筋ジストロフィーや脳血管障害による麻

痺のリハビリテーションにも有効であり，動作開始時に最も大きな力が発揮

され，以後は慣性で動作が遂行されるために筋出力が低減するトレーニング

と定義してされている。一方，終動負荷トレーニング，すなわち動作終了に

向けて負荷が継続ないし徐々に増加するような筋の活動様式による運動・ト

レーニング方法は，動作の中で固い，ぎこちないスピードを失う動きを助長

し，末端の筋肉群が負荷を受け硬化，肥大して故障の原因となり，関節可動

域の縮小，持久力の低下，疲労物質の蓄積などのデメリットが生じることに

より，絶対に回避すべきものとされている。

( ) 本件記事の内容2

， ， ，「 ，これに対し 本件記事は 初動負荷トレーニングにつき たとえば最近

注目を集めているトレーニングに初動負荷というものがある。注目というよ

り，一種の流行とまでいってもいい。だが，これに対する終動負荷という考

えが置き去りにされることが多い。しかし，この２つの理論は相容れないも

のではないし，お互いに独立したものではない。なぜなら人間の体の動きは

両者のコンビネーションであり，ゴルフのスウィングとて例外ではないから

だ （２１頁 「初動負荷的な動きと終動負荷的な動きとは，ちょうどピ。」 ），

ラミッドの高さと底の部分の関係を思い浮かべていただければ，理解しやす

いと思います ・・・ピラミッドを構成していることでもわかるように，両。
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者はそれぞれ独立したものではなく，密接な関係にある （２２頁）と述。」

べ，初動負荷トレーニングと終動負荷トレーニングは両立するものであり，

初動負荷トレーニングだけをしても意味はなく，終動負荷トレーニングも初

動負荷トレーニングと同程度に行うべきものであると主張するものである。

( ) 両者の比較3

上記のとおり，控訴人Ａの提唱する初動負荷トレーニングと，本件記事に

記載されたトレーニング方法とは，終動負荷トレーニングの位置づけにおい

て，全く異なるということができる。

( ) 検討4

前記前提事実のとおり，本件記事には，控訴人Ａないし控訴人会社の名称

は全く記載されていないので，本件記事を読んだ平均的読者が，本件記事が

控訴人Ａないし控訴人会社が執筆したものであるとか，控訴人Ａの考えをそ

のまま反映したものであると認識するとは考えがたい。

かえって，本件記事には 「たとえば最近，注目を集めているトレーニン，

グに初動負荷というものがある。注目というより，一種の流行とまでいって

もいい。だが，これに対する終動負荷という考えが置き去りにされることが

多い 」という記載があるが，上記( )のとおり控訴人Ａの初動負荷トレー。 1

ニングが近年注目を集めていることからすれば，上記の「注目を集めている

トレーニング」とは，控訴人Ａの初動負荷トレーニングを念頭に置いた表現

であると考えられる。

そうすると，本件記事を読んだ平均的な読者は，控訴人Ａが初動負荷トレ

ーニングの考案者，提唱者であるということを知っているとしても，本件記

事は初動負荷トレーニングの考案者，提唱者の立場から初動負荷を紹介，推

奨するものではなく，第三者の立場から初動負荷トレーニングを紹介するも

のであり，しかも，現在注目を集めている初動負荷トレーニング（すなわち

控訴人Ａの初動負荷トレーニング）は，終動負荷という考えを置き去りにし
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ている，すなわち終動負荷を否定的に捉える理論である（これは，控訴人Ａ

の初動負荷トレーニングに対する正しい理解である ）ことを前提に，これ。

を批判し，初動負荷トレーニングと終動負荷トレーニングは両立するもので

あり，終動負荷トレーニングも初動負荷トレーニングと同様に行わなければ

ならないと主張する内容であると理解するものと認められる。また，控訴人

Ａが初動負荷トレーニングの考案者，提唱者であることを知らない読者が，

本件記事を読んで控訴人Ａの提唱する初動負荷理論ないし初動負荷トレーニ

ングの内容を誤解することは，そもそもあり得ない。

してみると，本件記事を読んだ平均的な読者が，控訴人Ａの提唱する初動

負荷理論ないし初動負荷トレーニングが，それとともに終動負荷トレーニン

グをも実践しなければならないものであるとの誤った認識を生じるとは認め

られない。

( ) 控訴人らは，初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングは，控訴人Ａが5

考案，提唱したもの以外にはなく，被控訴人Ｂの初動負荷理論，初動負荷ト

レーニングなどというものはあり得ないから，本件記事に控訴人Ａの名前が

記載されていないとしても，本件記事の読者が本件記事の内容を控訴人Ａと

は無関係なものと理解することはないと主張する。

なるほど，上記( )のとおり控訴人Ａの初動負荷トレーニングは現在注目1

を集めていることからすれば，スポーツ界，トレーニング界において，初動

負荷といえば控訴人Ａの理論であるという認識が広く存在することはうかが

われる。

しかし，控訴人Ａが初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングについての

学説の独占権を有するものではない以上，控訴人Ａ以外の者が，控訴人Ａの

初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングを改良（控訴人らの主張によると

改悪であるが）した初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングを考案し，発

表することは自由に許されるのであり，控訴人Ａの初動負荷理論ないし初動
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負荷トレーニング以外に初動負荷理論ないし初動負荷トレーニングはあり得

ないということはできない。控訴人らの主張は，その前提を誤ったものであ

り，採用することができない。

( ) また，本件全証拠を総合しても，他に本件記事により控訴人らの名誉及6

び信用が傷つけられたと認めるべき事情は見当たらない。

， ，３ その他 原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし

原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，以上の認定，判

断を覆すほどのものはない。

以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，控訴人らの請求

（当審において追加した請求を含む ）はいずれも理由がない。。

よって，主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結の日・平成１８年３月３日）

大阪高等裁判所第８民事部

裁判長裁判官 若 林 諒

裁判官 小 野 洋 一

裁判官中村心は，転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 若 林 諒



- 32 -



- 33 -

（別紙）

控訴人Ａの著作物と本件記事との対比表

控訴人Ａの著作物 本 件 記 事

１ ａ「 ＢＲＴ』では，動作開始時に ａ 「最初に筋肉に重い負荷をかけ，『 ’

最も大きな力が発揮され，以後は そこから徐々に軽い負荷にしていく

慣性で動作が遂行されるために筋 のが初動負荷。反対に筋肉に徐々に

出力は低減する。これとは逆に， 重い負荷をかけていくのが終動負荷

『終動負荷（ｎｏｎ－ＢＲＴ 』 だ （甲第２９号証 ２３頁中段）） 。」

によるＲＴでは，動作の終了時に

負荷が大きくなる （甲第５号。」

証 １０６頁）

「 ＢＭＬ』では動作初期に力を『

発揮し，以後は慣性の力で動作が

行われていることが裏付けられ

る。これに対して 『終動負荷』，

では動作初期から終了時にかけて

発揮する力が大きくなり，筋を弛

。」緩させる時間が短くなっている

（甲第４号証 ２頁）

２ ｂ「リラックスした状態の筋肉に， ｂ 「最初に筋肉に重い負荷をかけ，’

動作の最初だけに適切に筋肉を伸 そこから徐々に軽い負荷にしていく

ばすための負荷を与えてあげるこ のが初動負荷 （甲第２９号証。」

とが，初動負荷理論の目的の一 ２３頁中段）
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つ （甲第４２号証「ＨＥＡＬ。」

ＴＨ・ＢＲＡＩＮ」８頁２段目最

後～３段目）

３ ｃ「一般に筋肉は縮む時（短収縮） ｃ 「筋肉を縮めながら瞬時に発する’

に出力します ・・・縮めようと エネルギーで，最大限のパワーを発。

しなくても自然に勝手に縮んで 揮する （甲第２９号証 ２３頁。」

反射 大きな力を発揮します 左端）（ ） 。」

（甲第４３号証「週刊ベースボー

ル」６３頁）

４ ｄ「初動負荷トレーニングは強い緊 ｄ 「初動負荷のメニューは，途中で’

張や張りを感じては逆効果で 辛くなったらやめること。運動スピ

す！ 「このバランススクワット ードが減速し，終動負荷的な動きに」

は，少しでもストレスを感じたら なってしまうからだ （甲第２９。」

行わないでほしい （甲第３４号 号証 ２７頁最下段）」

証の１）

「動作が反復ごとにだんだん遅く

なる，静止状態に近づくというの

は終動負荷トレーニングとなりま

す （甲第５５号証「野球トレ。」

ーニング革命」１８７頁下段）

５ ｅ「すべての身体動作において，ス ｅ 「初動負荷的なトレーニングは，’

ピードや巧緻性を求めるための大 瞬発力，判断力を磨き，フィジカル

きくて瞬発的な力の発揮は 『初 のパフォーマンス能力を高めるもの，
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動作』においてであり ・・・」 だ （甲第２９号証 ２６頁）， 。」

（甲第２号証１０頁）


